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第 8 章 その他施設工の検討 

8.1 検討概要 

 

8.1.1 全体計画 

  全体計画図を以下に示す。 
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8.1.2 対象設備 

 

その他施設として海上保安設備、構内建築設備、構内土木設備について以下に列記

する。 
 

（1）海上保安設備 

・オイルフェンス、オイルフェンス巻取機 

・ボートダビット、オイルフェンス専用作業船 

・係留装置 

（2）建築設備 

・管理棟(管理システム設備設置) 

・出荷ポンプ室 

・消火ポンプ室(消火設備収納) 

・整備備品収納倉庫 

・浄化槽設備 

（3）土木設備 

・敷地造成・整地 

・排水設備（新設三面張水路、埋設排水管、油水分離槽、側溝） 

・防油堤 

・舗装設備・砕石敷設 

・フェンス設備 

・トレンチ 

（4）共通仮設工事 

・ガードマンの配置 

・仮設ハウス 

 

8.2 海上保安設備 

8.2.1 検討条件 
 
(1)燃油施設の計画 

① 着桟を想定する船舶 

燃油バースに着桟を想定するタンカーとして、2,000～3,000DWTとする。 

湾港の施設の技術上の基準・同解説（国土交通省）の「第３編第８章 1.対

象船舶の主要諸元」および「第４編第５章 2.1.1岸壁の諸元」より対象船舶

を特定できない場合の標準値を示す。 
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     以下は、P5-7で示した2,000 DWT級タンカーの船舶諸元 

 

表 8.2.1 対象船舶の諸元（2,000DWT 級タンカー） 

全長(LOA) 79.78 m 

垂線間長(LPP) 76.00 m 

型幅(B) 12.20 m 

深さ(D)  5.75 m 

総トン数(GT)    999 トン 

載貨重量トン数(DWT)  2,347 トン 

満載喫水(ｄ) F 4.63 m  A 5.73 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8.2.1 対象船舶の概観（2,000DWT 級タンカー） 

 

計画水深 

港湾基準では、バース水深＝最大喫水＋余裕水深 により算定でき、余裕水深は

一般的に最大喫水のおおむね10％とすることが望ましい（港湾基準p943） 

 

⇒ L.W.L.+0.01-5.800m(対象船舶の満載喫水)×1.1＝C.D.L.-6.37m 

⇒ C.D.L.-6.500m 

前述の湾港基準で示した対象船舶を特定できない場合の必要バース水深標準値で

(2,000～3,000DWT)⇒必要バースの水深 5.5～6.5m 

 

よって、浚渫によって対象エリアの海底をC.D.L-8.5ｍに計画しているため、支

障ない。 

さらに当基地内保有数量を6,000㎘および給油量予測を2,400㎘/月で計画してい

るため、燃油バースに着桟を想定するタンカーとして、一般的な2,000～

3,000DWTとする。 
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② 計画されている総貯蔵容量 
計画されている屋外タンク貯蔵施設は、表 8.2.2 に示すとおり、油種は A重油の

みで総貯蔵容量 6,000kLである。 

 

表 8.2.2 屋外タンク貯蔵施設の諸元 

油種 容量 基数 総貯蔵容量 

A重油 2,000kL 3 基 6,000kL 
 

図 8.2.2 屋外タンク貯蔵施設の平面図 
 
 

表 8.2.3 屋外施設一覧 

順番 施設名称 備考 

① 管理棟(管理システム設備設置) 113.90 ㎡ 

② ポンプ室 28.00 ㎡ 

③ 消火ポンプ室(消火設備収納) 28.00 ㎡ 

④ 貯水槽(80KL)、泡原液タンク(2,400L) ― 

⑤※ 整備備品収納倉庫 73.80 ㎡ 

⑥ 受変電設備（キュービクル） ― 

※油吸着材（600 ㎏）は、⑤整備備品収納倉庫に収納する。 



 
第 8 章 その他施設工の検討 

8.2.2 海上防災に係る検討 

 

（1）海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に定める流出油防除資機材 
①適用法規 

   燃油施設の建設に伴い、万一の時の流出油の防止や除去の為、「海洋汚染等及び

海上災害の防止に関する法律」に則り、流出油防除資機材等を確保する。当該施

設においては、特定油保管施設の設置者および係留施設の管理者として、同法に

示される排出油防除資機材等を確保しておく必要がある。 

 

ⅰ) 特定油保管施設の設置者 

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第 39 条の 3 第 2 号 

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則第 33 条の 3 にいう別表

第二の二号のロ 

⇒「5 万 KL未満の特定油を保管することができる施設の設置者」に該当 

ⅱ) 係留施設の管理者 

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第 39 条の 3 第 3 号 

・海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則第 33 条の 3 にいう別表

第二の三号のロ 

⇒「総トン数 1 万トン未満の船舶を係留することができる係留施設の管理者」に

該当 
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 
第三十九条の三  次に掲げる者は、当該船舶若しくは施設又は当該係留施設を利用する船舶

から特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり及び引き続く特定油の

排出の防止並びに排出された特定油の除去（第三十九条の五において「排出特定油の防除」

という。）のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、

当該船舶若しくは施設内又は国土交通省令で定める場所にオイルフェンス、薬剤その他の

資材を備え付けておかなければならない。ただし、第一号に掲げる船舶にあつては、港湾

その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合に限る。  
一  国土交通省令で定める船舶の船舶所有者  
二  船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で国土交通省令で定める量以上の量のも

のを保管することができる施設の設置者  
三  第一号に掲げる船舶を係留することができる係留施設（専ら同号に掲げる船舶以外の船

舶を係留させる係留施設を除く。）の管理者  
 
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 
（特定油防除資材） 
第三十三条の三  法第三十九条の三の規定により同条各号に掲げる者が備え付けておかな

ければならない資材（以下「特定油防除資材」という。）は、別表第二の備付者の欄に掲げ

る者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数

量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タン

カーを係留させる係留施設（兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。）の管

理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特

定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。 
 
（法第三十九条の三 ただし書の国土交通省令で定める海域）  
第三十三条の六   法第三十九条の三 ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる

海域とする。  
一  港則法 （昭和二十三年法律第百七十四号）に基づく港の区域（次号から第五号までに

掲げる海域に含まれるものを除く。）  
二  千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域  
三  愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた

海域  
四  和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福

岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸に

より囲まれた海域  
五  鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域 
 
（法第三十九条の三第一号 の国土交通省令で定める船舶等） 
第三十三条の七   法第三十九条の三第一号 の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五 

十トン以上のタンカー（兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨

物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。）であつて、貨物

としてばら積みの特定油を積載しているものとする。  
２  法第三十九条の三第二号 の国土交通省令で定める量は、五百キロリットルとする。 
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総トン数
（トン）

200未満 200以上
500未満

500以上
1,000未満

1,000以上
5,000未満

5,000以上
10,000未満

10,000以上
50,000未満

50,000以上
100,000
未満

100,000
以上

想定排出量
（キロリットル）

10 15 20 30 70 100 230 320

特定油の量
（キロリットル）

500以上
1,000未満

1,000以上
5,000未満

5,000以上
10,000未満

10,000以上
50,000未満

50,000以上
100,000
未満

100,000
以上
200,000
未満

200,000
以上

想定排出量
（キロリットル）

10 15 20 25 30 40 50

イ　この表中第一号の場合にあつては、当該船舶の総トン数に応じ、それぞれ次の表に掲げる量

ハ　この表中第三号の場合にあつては、当該管理者の管理する係留施設に係留することができる最大の船舶の総トン数に
応じ、それぞれイの表に掲げる量

ロ　この表中第二号の場合にあつては、当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲げる量

別表第二 二号のロ 施行規則第三十三条の三（特定油保管施設として） 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
３ この表中第二号及び第三号の数量の欄に掲げる数量は、法第三十九条の三第二号に規定する施設（以

下「保管施設」という。）の設置者が同条第三号に規定する係留施設の管理者である場合にあつては、そ

の者について、当該保管施設に係る特定油防除資材の数量と当該係留施設に係る特定油防除資材の数量

のうちいずれか大きい数量とする。 
 

別表第二 三号のロ 施行規則第三十三条の三（係留施設の管理者として） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第二 施行規則第33条の 3 備考１ 
「想定排出油量」 
 
 

当該船舶の総トン数は 6,500 トン 

保管することができる特定油の量は 6,000 キロリットル 

特定油の量
（キロリットル）

50,000以上
100,000未満

100,000以上
200,000未満

長さ
（メートル）

660 840

油処理剤、油
吸着材又は油
ゲル化剤

特定油の量
（キロリットル）

1,000未満 1,000以上
5,000未満

5,000以上
10,000未満

10,000以上
50,000未満

長さ
（メートル）

200 300 360 460

油処理剤、油
吸着材又は油
ゲル化剤

二　法第三十
九条の三第二
号に掲げる者

イ　五万キロ
リットル以上
の量の特定油
を保管するこ
とができる施
設の設置者

ロ　イ以外の
施設の設置者

オイルフェン
スＢ

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲
げる長さ

オイルフェン
スＡ又はオイ
ルフェンスＢ

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に
相当するＢ重油を処理するために必要な量

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、想定排出量の二割に
相当するＢ重油を処理するために必要な量

当該施設で保管することができる特定油の量に応じ、それぞれ次の表に掲
げる長さ

200,000以上

1,000

オイルフェンス
Ｂ

当該係留施設につき係留することができる最
大の船舶の長さの一・五倍の長さ

油処理剤、油吸
着材又は油ゲル
化剤

当該係留施設に係留することができる最大の
船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に
相当するＢ重油を処理するために必要な量

オイルフェンス
Ａ又はオイル
フェンスＢ

当該係留施設につき係留することができる最
大の船舶の長さの一・五倍の長さ

油処理剤、油吸
着材又は油ゲル
化剤

当該係留施設に係留することができる最大の
船舶の総トン数に応じ、想定排出量の二割に
相当するＢ重油を処理するために必要な量

三　法第三十九条
の三第三号に掲げ
る者

イ　総トン数一万
トン以上の船舶を
係留することがで
きる係留施設の管
理者
ロ　イ以外の係留
施設の管理者



 
第 8 章 その他施設工の検討 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 施行規則 
（特定油防除資機材） 

2.特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでな

ければならない。 

 

（1）オイルフェンス 

イ 寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであ

って、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの（以下

「浮沈式オイルフェンス」という。）にあっては、接続部に係る部分については、こ

の限りでない。 

 

 

 

ロ 単体の長さは、原則として二十メートルであること。 
ハ 接続部の形式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンス

にあっては、この限りでない。 
ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。 
ホ 単体の長さ方向の引張強さは、二十九・四キロニュートン以上であること。 
ヘ 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であ

ること。 
ト 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。 
チ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。 

 

（3）油吸着剤 

イ Ｂ重油による吸着量は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グ

ラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・八グラム以上

であること。 
ロ 吸水量は、吸水量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一・五グラム以下

であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・一グラム以下であるこ

と。 
ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。 
ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。 
ホ 使用後の回収が容易であること。 
ヘ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。 

 

 

接続部

海面上の高さ
（センチメートル）

海面下の深さ
（センチメートル）

高さ
（センチメートル）

オイルフェンスA 二十以上 三十以上 六十

オイルフェンスB 三十以上 四十以上 八十

種類 本体部
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② 流出油防除資機材 

上記（1）の適用法規に示した特定油保管施設および係留施設の管理者として、確保す

べき流出油防除資機材の必要量を下記に示す。 

 

ⅰ) オイルフェンス 

オイルフェンスについては、前述の別表から、 

・特定油保管施設として、保管できる特定油の量から、オイルフェンス A型又は B型

の 360mが必要（別表第二 二号のロ） 

・係留施設の管理者として、対象船舶の全長 150m×1.5 倍＝225m が必要（別表第二 

三号のロ） 

 

上記から、備え付けるべきオイルフェンスの量は、特定油保管施設としての 360m また

は係留施設の管理者としての 225m となるが、いづれか大きい数量となるので、360m が

最小必要量となる。 

余長を考慮して計画オイルフェンス必要量：400ｍ 

 
ⅱ）油吸着材 
想定排出油量は、 
・想定する最大船舶として、1000kL 

 
これに対して、規定としては「油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤」を想定排出油量の

2 割に相当するＢ重油を処理するために必要な量を備え付けておく必要があることから、

要求される処理量は、1000kL×2 割＝200kL となる。 
 

計算例）油吸着材 タフネルオイルブロッター（型式承認を取得した吸着油量 10 倍の

製品）を 600 ㎏保有すると想定すると、 
 

        油吸着材 600 ㎏による油処理量＝600kg×10（ℓ/㎏）＝6,000ℓ=6kL 
 
       この油吸着材は、マット状や万国旗状などの製品がある。組み合わせの一例

は次のとおり。 
 

        BL-65(100 枚入り) 17kg × 20 箱 ＝ 340kg（型式承認取得） 

        BL-F(万国旗型)  13.5kg × 20 箱 ＝ 270kg（型式承認取得） 

                  計 ＝ 610kg 
 

      その他の油吸着材との組み合わせも可能である（型式承認取得であることが必須）。 
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8.2.3 オイルフェンスの設置案 
 
燃油施設桟橋に設置するオイルフェンスの長さは、表 8.2.3 に示す通り、400ｍとす

る。対象船舶が入港した後、オイルフェンス巻取機から引き出して外周に展張するが、

想定されるオイルフェンスの配置案を図 8.2.3 に示す（オイルフェンスの必要長さは

300ｍと想定）。 

荷役中に使用しないと想定される長さ 100ｍ分は、オイルフェンス巻取機に巻き取っ

ておく。 

なお、設置するオイルフェンスの数量は、備え付けるべき数量（360ｍ）を満足してい

る。 

 

表 8.2.3 オイルフェンス設置（案） 

設置バース 保管場所 設 置 長さ 

タンカーバース 
オイルフェンス 

巻取機（計 400ｍ） 

タンカー荷役中、タンカ

ーの外周に展張する。 
300ｍ 

荷役中に使用しない分

は、オイルフェンス巻取

機に保管 

100ｍ 

※ 桟橋岸際とオイルフェンス接続部には“スライディングジョイント”を使用する。 
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図 8.2.3 オイルフェンス 設置案 
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図 8.2.4 オイルフェンス巻取機 
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図 8.2.5 ボートダビット外形図 
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図 8.2.6 ボートダビット据付図 
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図 8.2.7 オイルフェンス専用作業船 
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図 8.2.8 係留装置 
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8.2.4 油吸着材の保有量 
 
規定としては、「油処理剤、油吸着材又は油ゲル化剤」を必要な量備え付けておく必

要あるが、油流出時の際は油吸着材を使用して対応を行うものとし、燃油供給施設に備

え付けるべき数量である 600 ㎏の油吸着材を配備する計画である。 
正式な油吸着材配備量は、谷山地区全体で保有している油吸着材を調査の上、海上保

安庁と協議して決定する。 
なお、油回収作業船には、燃油バースのオイルフェンス展張用の小型作業船を活用す

る。 
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8.2.5 岸壁上の泡消火設備 
 
岸壁上の泡消火設備は、移動式泡消火栓を 6,500ｔ巡視船 1 艘に付き移動式泡消火 4 基

を設置する計画である。関係する消防法、危険物の規制に関する規則および総務省告示に

より必要とされる泡原液保有量および水タンク容量は、以下の通りである。 
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1. 必要な泡原液保有量 

通達に則り、必要泡放水能力を次のとおり試算した。 
 

【必要泡放水能力 Ｑ［ℓ/分］】 
     Ｑ＝Ａ［m2］×3×4［ℓ/分・m2］ 
     Ａ［m2］ ： 隣接する 2 個のサイドタンクの表面積合計の最大値 
     3  ： 泡消火剤注入効率の逆数 
     4［ℓ/分・m2］ ： 火災タンクに注入すべき泡消火剤の必要量 
 
  Ｑ＝119.253［m2］×3×4［ℓ/分・m2］＝ 12Ａ ＝ 1,431.04 ℓ/分 
 
  以上より、約 1,450 リットル/分 以上の泡放水能力が必要となる。 
 
    消防法に則り、泡原液必要量を次の通り試算した。 

 【泡原液必要量 Ｑ［ℓ］】 
  Ｑ＝Ｑ1（移動式泡消火栓の必要原液量）+Ｑ2（配管に対する泡原液必要量） 
 
 ① 補助泡消化栓の必要原液量の算出 
   移動式泡消火栓は、6,500ｔ巡視船 1 艘に付き移動式泡消化 4 基で各消火栓より

400L/min で 30 分放水できる量が必要となる。 
   必要泡混合液量＝設置数 4 基×400L/min×30 分 
   必要泡混合液量＝48,000L 
 
   泡原液の混合率(3%)＝必要泡混合液量(48,000L)×3％ 

泡原液の混合率(3%)：1,440L 
 
  Ｑ1（移動式泡消火栓の必要原液量）：1,440L 
 
 
② 配管に対する泡原液必要量の算出 

  Ｑ2(配管に対する泡原液必要量)＝ｑ1(配管に対する必要水量)×Ｂ(混合率(3％)) 
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6Ｂ（Sch40）：1106ｍ×0.537ℓ/ｍ＝594Ｌ 

4Ｂ（Sch40）： 290ｍ×0.247ℓ/ｍ＝71.7Ｌ 

Ｑ2（配管に対する泡原液必要量）≒666Ｌ 
 

③ 泡原液必要量の合計 
 

Ｑ＝Ｑ1（1,440Ｌ）+Ｑ2（666Ｌ） 
泡原液必要量：2,106Ｌ 

 
以上より、必要な泡原液保有量は 2,106Ｌである。 

差圧混合方式の泡消火薬剤比例混合装置を採用した場合は、下記消火薬剤貯槽の型式  

に依りその送出し性能を考慮する必要がある。（竪型バッグ入り貯槽 90%） 

 したがって、泡消化薬剤の貯蔵量は、 

2,106 ℓ  ÷  0.9  =  2,340 ℓ 

ただし、200ℓの倍数で 2,400 ℓ とする。 

 

泡消火薬剤量の貯蔵量は、固定泡放出口と共用するものとして 2,400 ℓ を準備する。 
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2. 必要な水タンク容量 

 

 消防法に則り、水タンク容量を次の通り試算した。 

 【泡消火設備に対する必要量 ＱＷ［KL］】 

 ＱＷ＝Ｑ×(0.97/0.03)×10-3 

  Ｑ：泡原液量（2,400Ｌ） 

 

ＱＷ（泡消火設備に対する必要量）：77.6KL 
以上より、泡消火設備に対する必要な水タンク容量は 80KL（80ｍ3）である。 

 

 

3. 移動式泡消火栓の配置 

  バース上に 6,500ｔ巡視船 1 艘に付き、400L/min 以上の能力を有する 4 基の移動

式泡消火を設置して、タンカーの全タンクをカバーするものとする。移動式泡消火栓

の配置を図 8.2.5 に示す。 
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図 8.2.5 移動式泡消火栓の配置 



 
第 8 章 その他施設工の検討 

 

8.3 建築設備 
8.3.1 概要 
以下に対象建築物の配置平面図をしめす。 

図 8.3.1 構内建築建物の配置平面図 

 
表 8.3.1 屋外施設一覧 

 施設名称 備考 

① 管理棟(管理システム設備設置) 113.90 ㎡ 

② 出荷ポンプ室 28.00 ㎡ 

③ 消火ポンプ室(消火設備収納) 28.00 ㎡ 

④ 貯水槽(80KL)、泡原液タンク(2,400L) ― 

⑤ 整備備品収納倉庫 73.80 ㎡ 

⑥ 受変電設備（キュービクル） ― 
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8.3.2 管理棟 
以下に管理棟のイメージを示す。 

添付は類似油槽所の管理棟であるが、詳細設計では長期の耐久性能に優れている

SRC 造とする。概算工事費は、延べ床面積より SRC で計上する。 

 
図 8.3.2.1 仕上げ表 
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図 8.3.2.2 平面図・屋根伏図 
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図 8.3.2.3 立面図・断面図 
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8.3.3 出荷ポンプ室

 

図 8.3.3.1 建築一般図 
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図 8.3.3.2 基礎伏図・1 階床梁伏図・屋根伏図・軸組図 
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8.3.4 消火ポンプ室(消火設備収納) 

 
図 8.3.4.1 建築一般図 
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図 8.3.4.2 構造図 1 
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図 8.3.4.3 構造図 2 
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8.3.5 整備備品収納倉庫 

 
図 8.3.5.1 整備備品収納倉庫 平面図・屋根伏図 
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図 8.3.5.2 整備備品収納倉庫 立面図・断面図 

 



 
第 8 章 その他施設工の検討 

 

8.3.6 浄化槽設備 
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8.4 土木設備 

 

8.4.1 構内施設図 

 

構内施設図を以下に示す。 

構内の土木工事について検討する。 

 

 
 

図 8.4.1 構内施設図 
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8.4.2 敷地造成・整地 

 

造成計画は、第十管区提供資料の平成17年 2月作成『平成16年度 IHI鹿児島用

地現況測量 工事 現況平面図（排水施設）』結果を利用して造成高さを計画し、土

量計算を算定する。 

造成高さは、資料図面中に記載されているように現計画地が自然浸透で排水施設

が無い事から、東側部の破損し機能していない外周側溝 750型現場打を再整備して

集水し、海へ放流できるように計画高さを設定する。 

今回計画の燃油施設は、構内管理用道路はアスファルト舗装、その他は砂利敷き

で計画する。また所掌範囲外のヘリポート&格納庫部分は、全面アスファルト舗装で

想定する。 

 

1）掘削土量の算出                 V1=9,126m3 

 
 

2）砂利、舗装による置き換え土量の算出       V2=2,033m3 
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図 8.4.2.1 土量計算算定図 
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図 8.4.2.2 『平成 16 年度 IHI 鹿児島用地現況測量 工事 現況平面図（排水施設）』 

平成 17 年 2 月作成 
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8.4.3 排水設備計画 

 

構内の敷地に降った雨水は、西から東へ排水するように造成計画して海へ放流す

る。 

また油送管が管理用道路を横断する区間は、トレンチを敷設して溜まった雨水を近

くの U字側溝にポンプアップして下流へ導く。 

  

 

図 8.4.3 排水計画図 

排水設備項目 

① A 排水ルート：既設外周側溝 750 型現場打ちを補修整備 L=303ｍ 

           油水分離槽設置 1 か所、ポンプアップ 1 か所 

② B 排水ルート：防油堤内周側溝（U-240）L=159ｍ 

防油堤外周側溝（U-240）L=134ｍ 

油水分離槽設置 1 か所、ポンプアップ 1 か所 

埋設管φ200 L=13m、φ250 L=100m 

A 排水ルート B排水ルート 
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8.4.4 防油堤 

 
    危政令第 11 条第 1 項第 15 号より、液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に

は、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けることとあ

る。 

    防油堤の基準については危規則第 22 条で定められており、本計画に関係する

項目のみ以下に記載する。 

    

① 一の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクの容量の

110 パーセント以上とし、複数の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容

量は、当該タンクのうち容量が最大であるタンクの容量の 110 パーセント以

上とすること。 

② 防油堤の高さは、0.5 メートル以上であること。 

③ 防油堤内の面積は 8 万平方メートル以下であること。 

④ 防油堤内に設置するタンクの数は 10 以下であること。 

⑤ 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクは、次の表の上〔左〕欄に掲げる屋外貯

蔵タンクの容量に応じ同表の下〔右〕欄に掲げる路面幅員を有する構内道路

に直接面するように設けること。 

 

 

⑥ 防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならない。 

⑦ 防油堤は、次の表の上〔左〕欄に掲げる屋外貯蔵タンクの直径に応じ、当該

タンクの側板から同表下〔右〕欄に掲げる距離を保つこと。 
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屋外貯蔵タンクの直径 距離 

15 メートル未満 タンクの高さの 3 分の 1 以上の距離 

15 メートル以上 タンクの高さの 2 分の 1 以上の距離 

 

⑧ 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、かつ、その中に収納された危険

物が当該防油堤の外に流出しない構造であること。 

⑨ 防油堤内には、当該防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのための配管以外の

配管を設けないこと。 

⑩ 防油堤には、当該防油堤を貫通して配管を設けないこと。ただし、防油堤に

損傷を与えないよう必要な措置を講じた場合は、この限りではない。 

⑪ 防油堤には、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けるととも

に、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。 

⑫ 容量が 1,000 キロリットル以上の屋外貯蔵タンクにあっては、前号の弁等に

は、弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。 

⑬ 高さが 1 メートルを超える防油堤には、おおむね 30 メートルごとに堤内に

出入りするための階段を設置し、又は土砂の盛上げ等を行うこと。 

⑭ 防油堤容量の算定方法について、当該防油堤の内容積から容量が最大である

タンク以外のタンクの防油堤高さ以下の部分の容積、当該防油堤内にあるす

べてのタンク基礎の体積、仕切堤の体積及び当該防油堤内に設置する配管の

体積を差し引いたものとする。（危告示第 4 条の 2） 

 

以上の基準を満たす必要があるが、本計画の敷地面積には十分な余裕がある

ため、防油堤面積を広くとることで防油堤高さを必要最低高さである 0.5m に

設定できるように計画する。各ケースについて、防油堤高さを 0.5m とするた

めに必要な防油堤面積の計算結果を以下に示す。 
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【CASE1】 

必要な防油堤容積 990[㎥] × 1.1 ＝ 1,089[㎥] 

 防油堤容積 50[m] × 64[m] × 0.5[m] ＝ 1,600[㎥] 

       控除容積 

        タンク基礎 6 基分 

(6.81² × 3.1416)[㎡] × 0.5[m] × 6 ＝ 437.1[㎥] 

        配管（250A×100ｍ×2 系統） 

           (0.1337² × 3.1416)[㎡] × 100[m] × 2 ＝ 11.2[㎥] 

      1,600[㎥] － 437.1[㎥] － 11.2[㎥] ＝ 1,151.7[㎥] ≧ 1,089[㎥] 

 

   【CASE2】 

必要な防油堤容積 1,500[㎥] × 1.1 ＝ 1,650[㎥] 

 防油堤容積 64[m] × 64[m] × 0.5[m] ＝ 2,048[㎥] 

       控除容積 

        タンク基礎 4 基分 

(7.5² × 3.1416)[㎡] × 0.5[m] × 4 ＝ 353.4[㎥] 

        配管（250A×100ｍ×2 系統） 

           (0.1337² × 3.1416)[㎡] × 100[m] × 2 ＝ 11.2[㎥] 

      2,048[㎥] － 353.4[㎥] － 11.2[㎥] ＝ 1,683.4[㎥] ≧ 1,650[㎥] 

 

   【CASE3】 

必要な防油堤容積 2,000[㎥] × 1.1 ＝ 2,200[㎥] 

 防油堤容積 48[m] × 110.5[m] × 0.5[m] ＝ 2,652[㎥] 

       控除容積 

        タンク基礎 3 基分 

(8.75² × 3.1416)[㎡] × 0.5[m] × 3 ＝ 360.8[㎥] 

        配管（250A×100ｍ×2 系統） 

           (0.1337² × 3.1416)[㎡] × 100[m] × 2 ＝ 11.2[㎥] 

      2,652[㎥] － 360.8[㎥] － 11.2[㎥] ＝ 2,280[㎥] ≧ 2,200[㎥] 
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【CASE1】990KL タンク：防油提延長 228ｍ 

              フェンス延長 470ｍ 

 

図 8.4.4.1【CASE1】990KL タンク防油提
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【CASE2】1500KL タンク：防油提延長 256ｍ 

フェンス延長 490ｍ 

 
図 8.4.4.2【CASE2】1500KL タンク防油提 



 
第 8 章 その他施設工の検討 

【CASE3】2000KL タンク：防油提延長 317ｍ 

フェンス延長 462ｍ 

 

 

図 8.4.4.3【CASE3】2000KL タンク防油提 
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図 8.4.4.4 防油堤構造図 
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8.4.5 舗装設備・砕石敷設 

 

消防法により防油堤周りに幅員 6ｍの管理用道路を設置する。 

T-25 対応の舗装構成を以下に示す。 

その他の敷地は、防草処理として砕石（ｔ＝10 ㎝）に置換する。 

 

 

図 8.4.5.1 アスファルト舗装断面図 

 

 

 

 

表 8.4.5 舗装設備・砕石敷設面積 
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【CASE1】990KL タンク： 舗装面積 2,220 ㎡ 

砕石敷設面積 20,420 ㎡ 

 

 

 

 

 

 
図 8.4.5.2 【CASE1】990KL タンク： 舗装面積・砕石敷設面積
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【CASE2】1,500KL タンク： 舗装面積 2,388 ㎡ 

                 砕石敷設面積 20,419 ㎡ 

 

 

 

 

 

 
図 8.4.5.3 【CASE2】1,500KL タンク： 舗装面積・砕石敷設面積
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【CASE3】2,000KL タンク： 舗装面積 2,460 ㎡ 

                 砕石敷設面積 20,332 ㎡ 

 

 

 

 

 
 

図 8.4.5.4 【CASE3】2,000KL タンク： 舗装面積・砕石敷設面積 
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8.4.6 フェンス設備 

  

前項の防油堤平面図より 

 

【CASE1】990KL タンク：フェンス延長 470ｍ 

 

【CASE2】1500KL タンク：フェンス延長 490ｍ 

 

【CASE3】2000KL タンク：フェンス延長 462ｍ 
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図 8.4.6.1 フェンス一般構造図 
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図 8.4.6.2 門扉一般構造図 
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8.4.7 岸壁部土木設備 

 

A・B・C 岸壁上をタンクローリー車および糧食車が走行するため、送油管

その他と支障しないように、トレンチで地下化を図る。蓋は T-25 対応のグ

レーチングで設置し、配管の目視による日常点検を確保する。 

   また、トレンチに流れ込む雨水および海水は、自然勾配で油水分離槽を介して海

へ放流する。 
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図 8.4.7.1 配管ルート図 
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図 8.4.7.2 構内配管トレンチ 
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図 8.4.7.3 構外配管架台 
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図 8.4.7.4 B･C 桟橋海上放流 
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図 8.4.7.5 油水分離槽構造図 
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8.5 共通仮設工事 

8.5.1 ガードマンの配置 

工事中の建設車両進入ルートとガードマン配置位置を以下に示す。 

 

              
 

図 8.5.1.1 ガードマン配置図 
 
8.5.2 仮設ハウス 
本給油施設に要する建設工事期間は、概ね 18 ヵ月となる。概略工程を「巻末資

料」に記載するが、基本・詳細設計、官庁申請、機器類製作・納入を含め、工事期

間中には現地に仮設事務所を始めとする諸設備が必要となる。 

内訳として、仮設ユニットハウス（事務所及び休憩所、エアコン等備品類）、衛生

用移動建物（トイレ、手洗い場）、駐車場となる。宿泊設備は別途とする。 

工事用車両出入口（ガードマン配置） 
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図 8.5.2.1 仮設ハウス図(案) 


